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飼料品質表示基準の一部改正について 
 
このことについて、平成 27 年 10 月 1 日付け 27 消安第 2693 号をもって、

農林水産省消費・安全局長から、別添のとおり通知がありました。 
このたびの通知は、飼料品質表示基準の一部を改正する告示（平成 27 年農

林水産省告示第 2177号）が平成 27 年 10月 1 日付けで公布され、次の事項が

改正されたので、了知の上、本会会員への周知徹底が依頼されたものです。 
①一時的に飼料原材料の配合割合の軽微な変更を行う場合は、原材料名及び

原材料を配合の高い順に記載することを要しない特例を措置。 
②畜産農家と製造業者の間での長期に継続した飼料供給契約に基づき製造さ

れる飼料については、容器又は包装に「指定配合」の文字を記載すること

により、栄養成分量や原材料の配合割合の表示を省略できる特例を措置。 
つきましては、本告示の施行に伴い、「飼料の安全確保及び品質の改善に関す

る法律の運用について」も改正されたので、併せて貴会関係者に周知方よろし

くお願いいたします。 
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